
号

外

三�
令

和

七

年
十
二
月
二
十
三
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

都
市
政
策
課)

一
ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

二

規

則

岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
一
号

岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

書
類
の
提
出
部
数)

第
十
三
条

条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
部
数
は
、
第
七
条
及
び
第

八
条
に
規
定
す
る
書
類
に
あ
っ
て
は
正
本
一
部
及
び
副
本
一
部
、
そ
の
他
の
書
類
に
あ
っ
て
は
正
本

一
部
と
す
る
。

別
表
第
一
五
の
表
中｢

第
二
条
第
二
項
第
六
号｣

を｢

第
二
条
第
二
項
第
七
号｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
の
表
六
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

新
築
等
に
係
る
工
事
の
計
画
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
対

象
と
な
る
公
共
的
施
設
に
便
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

平
成
十
八
年
政
令
第
三
百

七
十
九
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
十
四
条
、
第
十
九
条
第
二
項(

第
二
号
に
係
る
部
分

(

車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
出
入
口
又
は
当
該
便
房
の
あ
る
便
所
の
出
入
口
に
限
る
。)

に
限
る
。)

及
び
第
二
十
三
条(
第
一
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日



と
。

別
表
第
二
一
の
表
七
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

新
築
等
に
係
る
工
事
の
計
画
が
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
対
象
と
な
る
公
共
的
施
設
に
は
、

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
第
十
八
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施

設
を
設
け
る
こ
と
。

別
表
第
二
一
の
表
九
の
項
中｢(

そ
の
席
数
が
十
を
超
え
る
場
合
は
、
十)｣

を
削
り
、｢

八
十
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル｣

を｢

九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
百
三
十

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
三
の
表
中｢

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省

令｣

を｢

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
使
用
し
た

役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
五
の
表
二
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
数
以
上
設
け

る
こ
と
。
た
だ
し
、
専
ら
道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
三
条
に
規
定
す
る

普
通
自
動
車(

以
下｢

普
通
自
動
車｣

と
い
う
。)

以
外
の
自
動
車
の
駐
車
の
た
め
の
駐
車
場
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一�
駐
車
場
に
設
け
る
駐
車
施
設(

普
通
自
動
車
の
駐
車
の
た
め
の
も
の
に
限
り
、
貨
物
の
運
送

の
用
に
供
す
る
自
動
車
の
駐
車
及
び
貨
物
の
積
卸
し
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以

下
一�
及
び
二�
に
お
い
て
同
じ
。)

の
数
が
二
百
以
下
の
場
合

当
該
駐
車
施
設
の
数
に
百
分
の

二
を
乗
じ
て
得
た
数(

そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た

数)

二�
駐
車
場
に
設
け
る
駐
車
施
設
の
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合

当
該
駐
車
施
設
の
数
に
百
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数(

そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た

数)

に
二
を
加
え
た
数

別
表
第
三
一
の
項
及
び
二
の
項
中｢

車
い
す
使
用
者
用
便
房｣

を｢

車
椅
子
使
用
者
用
便
房｣

に
改

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
一
の
表
及
び
五
の
表

の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
第
二
一
の
表
及
び
五
の
表
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
以
後
に
着

手
す
る
新
築
等(

岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例(

平
成
十
年
岐
阜
県
条
例
第
八
号)

第
二
十
四

条
に
規
定
す
る
新
築
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
着
手
し
た
新
築
等

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中｢

同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
あ
つ
て
は
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
と
し
、

同
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
あ
つ
て
は｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

第

十
二
号
ま
で｣

を｢

第
十
号
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
号
の
業
務
の
項
及
び
第
二
号
の
業
務
の

項
を
削
り
、
同
表
第
三
号
の
業
務
の
項
中｢

第
三
号｣

を｢

第
一
号｣

に
改
め
、
同
表
第
四
号
イ
の
業

務
の
項
中｢

第
四
号
イ｣

を｢

第
二
号
イ｣

に
改
め
、
同
表
第
四
号
ロ
の
業
務
の
項
中｢

第
四
号
ロ｣

を
｢

第
二
号
ロ｣

に
、｢

七
千
五
百
円｣

を

｢

八
千
円｣

に
改
め
、
同
表
第
四
号
ハ
の
業
務
の
項
中

｢

第
四
号
ハ｣

を｢

第
二
号
ハ｣

に
、｢

三
千
七
百
五
十
円｣

を｢

四
千
円｣

に
、｢

七
千
五
百
円｣

を

｢

八
千
円｣
に
改
め
、
同
表
第
五
号
の
業
務
の
項
中｢

第
五
号｣

を｢

第
三
号｣

に
改
め
、
同
表
第
六

号
の
業
務
の
項
中｢
第
六
号｣

を｢

第
四
号｣

に
改
め
、
同
表
第
七
号
イ
の
業
務
の
項
中｢

第
七
号
イ｣

を｢

第
五
号
イ｣
に
改
め
、
同
表
第
七
号
ロ
の
業
務
の
項
中｢

第
七
号
ロ｣

を｢

第
五
号
ロ｣

に
改
め
、

同
表
第
八
号
イ
の
業
務
の
項
中｢

第
八
号
イ｣

を｢

第
六
号
イ｣

に
改
め
、
同
表
第
八
号
ロ
の
業
務
の
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項
中

｢

第
八
号
ロ｣

を

｢

第
六
号
ロ｣

に
改
め
、
同
表
第
八
号
ハ
の
業
務
の
項
中

｢

第
八
号
ハ｣

を

｢
第
六
号
ハ｣

に
改
め
、
同
表
第
九
号
の
業
務
の
項
中｢

第
九
号｣

を｢

第
七
号｣

に
改
め
、
同
表
第

十
号
の
業
務
の
項
中｢

第
十
号｣

を｢

第
八
号｣

に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
の
業
務
の
項
中｢

第
十
一

号｣

を｢

第
九
号｣

に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
の
業
務
の
項
中｢

第
十
二
号｣

を｢

第
十
号｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中｢

第
二
十
条
第
二
項
第
三
号｣

を｢

第
二
十
条
第

二
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中｢

第
二
十
条
第
二
項
第
六
号｣

を｢

第
二
十
条
第
二
項
第
四
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中｢

第
二
十
条

第
二
項
第
十
一
号｣

を｢

第
二
十
条
第
二
項
第
九
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
十
六
中｢

教
育
職
員｣

を｢

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員｣

に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
十
七
中｢

高
等
学
校
等｣
を｢

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
若
し
く
は

幼
稚
部｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

校
務
の
種
類)

第
四
十
八
条
の
十
七
の
二

条
例
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
校
務
の
種

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

学
級
を
担
任
す
る
業
務

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
校
務

第
四
十
八
条
の
十
八
中｢

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当｣

を｢

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
校
務
を
分
掌

す
る
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当｣

に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と

し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
校
務
を
分
掌
す
る
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
、
次
項

に
定
め
る
額
に
三
千
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

付
則
第
二
十
八
項
中｢

第
四
十
八
条
の
十
八｣

を｢

第
四
十
八
条
の
十
八
第
二
項｣

に
、｢
同
条｣

を｢

同
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
及
び
別
表
第
六
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則(
令
和
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
及
び
第
十
項
中｢

第
四
十
八
条
の
十
八｣

を｢

第
四
十
八
条
の
十
八
第
二
項｣

に
改

め
、
附
則
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

11

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
第
四
十
八
条
の
十
八

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中｢

三
千
円｣

と
あ
る
の
は
、｢

五
千
四
百
円｣

と

す
る
。
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